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当社株式の監理銘柄（確認中）指定理由の追加についてのお知らせ 

 

当社は、平成２２年３月１８日付「テーブルマーク株式会社による当社株式に対する公開買

付けの結果に関するお知らせ」で、当該公開買付け結果についてお知らせしておりますが、こ

のたび、当社の株主名簿管理人より送付された平成２２年３月末現在の株主名簿にて、名古屋

証券取引所規則で定める流通株式数比率が５％未満であることが確認できました。 

 これにより、本日名古屋証券取引所から監理銘柄（確認中）指定理由の追加をする旨連絡を 

受けましたので、下記にお知らせ致します。         

 

                   記 

 

 名古屋証券取引所の発表内容は下記の通りです。 

 

下記のとおり、平成２２年４月１９日から監理銘柄（確認中）指定理由を追加することとし

ましたので、お知らせします。 

 

                   記 

 

１．銘  柄  ケイエス冷凍食品（株） 株式 （コード２８８１、市場第二部） 

 

２．追加する監理銘柄(確認中)指定理由 

 株券上場廃止基準の取扱い５(1)ｃ（流通株式数の上場株式数に対       

する割合が、「株式の分布状況表」等により５％未満であると算出さ       

れた場合であって、当取引所の定める公募、売出し又は数量制限付分       

売予定書が提出されていないとき）に該当するため 

 

３．追 加 日  平成２２年４月１９日（月） 

 

（注）  同社は、平成２２年１月２９日より株券上場廃止基準の取扱い５(1)ｕ（上場会社が株



券上場廃止基準の取扱い１(15)ｂに規定する株式の全部の取得を行う旨の発表等を行った

とき）に該当し、監理銘柄（確認中）に指定されています。 

     本日、同社から当取引所に提出された平成２２年３月３１日現在における「株式の分布

状況表」等により同社株式の流通株式の数が上場株式数の５％未満となっていることが確認

され、同社から当取引所の定める公募、売出し又は数量制限付分売予定書が提出されていな

い状況です。 

     したがって、同社が有価証券報告書を提出する日又は平成２２年６月３０日のうちいず

れか早い日までに当取引所の定める公募、売出し又は数量制限付分売予定書を提出しない場

合には、株券上場廃止基準第２条第１項第２号ｂに該当し、上場廃止となります。このため、

同社株式を上場廃止となるおそれがあるものと認め、本日より監理銘柄（確認中）指定理由

を追加し、投資者に注意を喚起するものです。 

 

以上 

 

 

 

 

 

      

     

                                  


